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以上、朝日新聞（竹内敬二） 
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以上、毎日新聞（田中泰義） 
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以上、西川美和子（ＮＨＫ） 
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2011 年 1 月 18 日「中国環境報」「秩序ある環境保護組織の教育指導に関する指導

意見書 中華人民共和国環境保護部 （日本語訳 次頁） 
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（日本語訳）秩序ある環境保護組織の教育指導に関する指導意見書 
中華人民共和国環境保護部 

 
各省、自治区、直轄市環境保護庁（局）、市環境保護局、各出先機関、直属組織: 

環境保護組織は、人間と環境の調和がとれた発展を旨に、各種環境保護活動に従事し、

社会に環境の公益サービスを提供する非営利組織だ。その中には、環境保護の社会団体、

環境保護基金、環境保護民間非企業部門などいろんなタイプが含まれる。環境保護組織の

健康的かつ秩序ある発展を促すため、省エネ―や環境に優しい社会を建設するなかで、環

境保護組織の役割を十分発揮するために、本指導意見を制定する。 
  一、環境保護組織の育成、引率の重要意義を十分認識すること。 
  (一)近年、各級行政環境保護部門と協力、或いは自発的に開いた大量な環境保護、公

衆環境権益の維持を目的とした環境保護組織の活動は、公衆の環境保護意識を高め、公衆

の環境保護への参与を促し、公衆の環境保護の行為を改善し、環境の権利維持と法律援助

を展開し、環境保護の政策決定と実施に参与し、企業の環境行為を監督し、環境保護にお

ける国際交流と協力を促すなど重要な役割を果たし、すでに政府、企業と公衆をつなぐ懸

け橋ときずなになっており、和諧社会を構築し、環境保護事業の発展を推進する重要な力

となっている。 
  (二)我が国の政府機能の転換と持続可能な発展戦略の実施に伴い、中国環境保護組織

の発展は、比較的に早く、社会経済と環境保護事業の発展を推進する上では、積極的な役

割を強めた。同時に、環境保護組織は、未熟で、組織能力が弱く、我が国が求める和諧社

会の構築、生態的な文明建設を推進する需要を満たすことできない。そのため、環境保護

組織の育成、引率に一層力を入れることが求められている。環境保護組織を育成、引率す

るためには、政府と社会組織の交流と協力を一層強化し、"2 型"社会の建設足並みを加速

し、民間の環境保護力と団結し、広範に公衆の環境保護事業への参与を動員し、生態的な

文明建設と持続可能な発展戦略の実施を推し進め、多様な形で公衆が環境保護の領域で秩

序的に参与する空間を広げ、それによって我が国の政治文明建設と民主化、法制化を推し

進める必要がある。 
  二、環境保護組織の育成、引率目標と基本原則 
  (三)総目標。環境保護組織の健康かつ秩序ある発展を積極的に育成、支援する。各級

環境保護部門と環境保護組織の双方の良性刺激を促進し、環境保護事業における環境保護

組織の役割を発揮する。「１２次５カ年計画」中に、全国範囲で"2 型"社会の建設、生態

的な文明建設と持続可能な発展戦略に適応する、位置付けが正確で、機能が全面で、効果

が著しい環境保護組織体系を形成し、環境保護事業と社会経済のバランス良い発展を促す。 
  (四)基本原則 
  ――積極的に支援し、発展を加速する。"2 型"社会建設と生態的な文明建設における

環境保護組織の機能の位置づけを正確に把握し、環境保護組織の生存、発展と役割を発揮

する空間を提供する。環境保護組織を育成、発展するメカニズムを改革、刷新し、環境保

護組織の発展を有利に支援、引率するセット措置を制定する。 
  ――交流を強化し、協力を深化する。環境保護部門と環境保護組織の交流と協力を強

化し、経常的に交流するプラットフォームを作り、積極的な相互刺激し、相互支持し、緊

密につりあう局面を形成する。 
  ――法律に則り管理し、規範的に引率する。一層思想を解放し、育成・発展と規範・

引率の両方を重要視することを堅持する。育成の中で規範化し、規範化する中で引率し、

引率する中で発展する。厳格に法律に則り行政を行い、法律の枠組みの下で、環境保護組
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織の行為に対して指導と規範化を進め、公衆に対する影響力を強める。 
 
三、政策的な支援を強化し、環境保護組織の発展における外部環境を改善する。 
 (五)環境保護組織を育成、支援する発展計画を制定する。政府支援、社会参与、民間自

発の方針を堅持し、環境保護組織の健康かつ秩序ある発展を推進する。地方各級の環境保

護部門は、現地条件に基づき、環境保護組織の発展を促す企画を制定し、環境保護組織が

積極的に関連活動を展開し、環境保護に参与するよう励ます。 
 (六)思想観念を転換し、環境保護組織の活動と発展の空間を広める。各級の環境保護部

門は、思想を解放し、環境保護組織の発展と管理を高度に重視すべきだ。更に思想観念を

転換し、環境保護組織の公益活動にできる限りの支持を提供すべきだ。 
 (七)政府と環境保護組織間の交流、調和と協力のメカニズムを作る。環境保護組織の参

与ルートを広め、環境保護部門と環境保護組織が定期的に交流、調和と協力するメカニズ

ムを作る。各級環境保護部門は、政策の決定、行政処罰や行政許可を行う際には、いろん

な形で環境保護組織の意見や提案を聴取し、意識的に環境保護組織の諮問と監督を受けな

ければいけない。 
  (八)先進事例を表彰し、広く宣伝する。各級環境保護部門は、現地の環境保護組織の

活動状況の調査に心をかけ、環境保護組織の仕事の成果と経験を総括し、優秀な環境保護

組織や個人に対し、直ちに奨励あるいは表彰しなければいけない。 
 
  四、能力建設を強化し、環境保護組織の健康かつ秩序ある発展を引率する 
  (九)環境保護組織の人材育成を強化し、多方面、多層の業務訓練を行う。各級の環境

保護部門は、環境保護組織の人材訓練を人材育成の教育発展計画に取り入れ、環境保護宣

伝教育センターを通じて、あるいは大学、専門学校、訓練仲介機構に委託し、環境保護組

織の責任者、あるいは主力の人材に対し、関連の法律法規、環境保護の専門技能、組織と

プロジェクトマネジメントなどの知識訓練を行うべきだ。定期的に環境保護組織を集め、

企業、市町村の研修、視察を行うとともに、環境保護組織の自らの学習訓練活動に、宣伝

飼料、活動場所或いはほかの支援を提供し、環境保護組織の政策、業務レベル、や環境保

護事業の能力を高めるべきだ。 
  (十)環境保護組織に対する規範・引率を強化し、環境保護組織の自律を促す。各級環

境保護部門は、環境保護組織の思想政治建設を強化し、各種管理制度や作業メカニズムを

作り、誠実と信用意識を確立するよう指導し、良好な職業道徳を身につけ、環境保護組織

の規範的な運営を促し、環境保護事業の発展過程において、積極的な役割を果たすように

すべきだ。環境保護組織と海外非政府機関の協力プロジェクトに関しては、関連規定に基

づき、外事部門の審査許可を取得しなければいけない。 
  (十一)環境保護組織の国際交流と協力を促す。環境保護部門は、環境保護組織が国際

交流と協力を展開するために、積極的に政策指導を行い、情報提供、プラットフォームつ

くるべきだ。環境保護組織が積極的に国際交流を展開することを励まし、国際的な民間の

環境交流協力ルートを通じて、中国政府の環境政策や仕事成果を宣伝し、中国の環境イメ

ージを守ることに努める。 
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2011 年 2 月 11 日「中国環境報」「官僚から環境ＮＧＯへの路」（日本語訳 次頁） 
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（日本語訳）官僚から環境保護 NPO への道 
―日本民間組織「環境文明 21」代表・加藤三郎を訪ねて 

中国環境報（2011 年 2 月 16 日付け） 
 【前文】筆者（陳金陵氏）は環境保護 NGO を研究する学者、ジャーナリストとして、

日本環境ジャーナリストの会と早稲田大学環境塾の招聘を受け、日本で開いた環境保護

NGO のシンポジウム（2011 年 1 月 26，27 日）に参加し、中国の環境保護民間組織の発

展状況を紹介した。筆者はこの間、日本民間組織の「環境文明 21」の代表である加藤三

郎氏と就任して間もない日本環境省の松本龍大臣を取材、日本の環境保護 NGO の発展状

況や日本政府部門と NGO の関係をうかがうことができた。 
 
 【本文１】 

�共同利益、共同行動 
――環境保護 NGO に対する環境大臣の話 

記者：陳金陵 
 記者は幸運にも、日本環境ジャーナリスト会と就任して間もない日本環境省の松本龍大

臣との懇談会に出席した。 新任環境大臣と不定期的に懇親会を開くのは、日本環境ジャ

ーナリスト会の慣例だ。 
 大臣は大臣に対する記者らの意見や望みを聞くことができ、記者らは大臣と身近に接す

ることで、環境問題に対する大臣の考えを聞くことができる。懇親会は日本環境ジャーナ

リスト会が企画した。 
 環境大臣の松本龍氏は就任して半年たらず、今回の懇親会は初めてという。懇親会には

大臣の他に、環境省官房長や環境省広報担当の女性官僚も同席した。 
 懇親会には読売新聞、毎日新聞社 NHK テレビ局、日本農業新聞社、日刊工業新聞、博

報堂など日本メディアの記者の他に、早稲田大学環境塾塾長ら 23 人が出席した。中には

静岡県から新幹線で会場に駆け付けた記者もいた。 
 懇親会は東京のこぢんまりとした料理店で行い、食べながら話し合う形で進められた。

記者らは、席順に 1 人 2~3 分の時間を利用し、自分を紹介したり、報道の方向性を示し

たり、自分が興味を持つ環境問題を大臣に直接質問したりした。 
 日本料理が続々と食卓に並ぶ中、大臣は食事を取るのを後回しにして、記者たちの発言

を真剣に聞いた。時には出席者リストに記者らの意見をメモした。 
 記者らの質問は多岐にわたった。ある記者は、「2010 年、名古屋で開催した生物多様性

の国際会議の後、日本政府はどのような具体的な行動をとり成果があるのか」、ある記者

は「メキシコカンクンで開いた地球気候変動会議後、日本政府は地球温暖化という敏感な

問題に対し、どのような対策をとっているのか」、ある記者は環境問題における産業政策

に注目し「大臣はどのようにもっと多くの民衆の意見などを聞くのか」とただした。 
 全員の発言は非常に鋭く、懇談会は周到な準備の下で行なわれていることとみられる。

司会を担当した日本環境ジャーナリスト会の前副会長は、「今日、出席した唯一の中国記

者にも質問の機会をあたえよう」と記者を指名した。 
 記者はこの 2 年間、中国での環境保護 NGO 活動に注目した。もちろん日本のこの方面

に関しても興味を持っていた。記者は松本大臣に「環境大臣として環境保護 NGO とどの

ような関係を持ちたいか」と聞いた。 
 すると松本大臣はこう答えた。「私はまず、環境保護 NGO の意見をよく聞く。当然な

がら産業界やその他の社会各界の意見も非常に重要だ。私は、環境保護 NGO、メディア
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の記者および社会の各界ともっと多く交流することを期待する」。 
 さらに、こう強調した。「環境保護問題において、大臣も環境保護 NGO、記者、産業

界などの各界の人々も、一致すべきで、一体的であるべきだ。我々は、みんなどのように

国家の環境保護、地球の気候変動の防止、生物多様性の保護などに有利な事をするかを考

えなければいけない。環境保護 NGO を含むみんなの意見は、すべて考慮すべきであるが、

最後の政策は、私が決める」。この大臣の率直で誠意ある答えに、在席のみんなが笑った。 
 大臣はまた、 
「環境問題の解決は、各界の人々の努力で成し遂げなければいけない。その中には、環境

保護 NGO の努力も含むべきだ。みんな共同利益のために、共に行動しましょう」と呼び

掛けた。 
 出席者のみんなの発言が終わると、松本大臣はあっさりと自分の指定席を離れ、記者ら

のテーブルに移動し、記者らとの懇親を深めた。記者らも次から次へと自分が興味を持つ

環境の問題を大臣に質問した。 
 2 時間はあっという間に過ぎた。約束の時間が近づくと、大臣も記者らも帰る支度をし

た。懇親会は、約束時間どおりに開会、閉会した。ここでも、日本人の時間観念が強いこ

とを実感した。 
 食事代は大臣を含む全員が現金で支払った。要するに、参加者みんながそれぞれ、自分

の食べた分・1 人 3500 円を支払った。 
 しかし、記者は早稲田大学環境塾の招へいで出席したため、通訳を含む 2 人の食時代は、

早稲田大学環境塾の原剛塾長が支払った。 
 
【本文２】 

加藤三郎代表インタビュー 
記者：陳金陵 

 加藤三郎氏は、日本 NPO(非営利団体、中国の NGO に当たる)「環境文明 21」の法人

代表で、民間組織環境文明研究所の所長だ。かつて氏は日本環境省の初代地球環境部部長

を担当したことがある。日本政府代表団の団員として、1972 年のストックホルム国連人

間環境会議、1992 年のブラジルリ・オデジャネイロ国連環境開発会議にも参加。 
 18 年前のブラジルの国連環境開発会議を契機に、氏は環境省の官僚を辞職し、「環境文

明 21」という環境保護の民間組織を創設した。「21」は、氏と同志達がすでにその時から

環境保護の視野を 21 世紀にまで広めていたことを示す。記者は早稲田大学環境塾の事務

所で、氏をインタビューした。 
 
 記者：なぜ 19 年前ブラジルの国連環境開発会議出席後に、環境省の地球環境部部長職

を辞め、環境保護の民間組織を創設したのですか？ 
 
 加藤先生：1970 年代の日本の公害問題は、非常に深刻だった。その当時の産業による

環境汚染問題は、主に政府の行政力と技術手段で解決することができた。しかし 1980 年

代以降、温室効果、酸性雨など地球規模の環境問題が浮上した。これらの問題は産業公害

問題と違い、今までのような規制と技術的な方法では、解決できなくなった。 
 地球の生態環境問題は文明問題だ。「文明」が方向を転換しなければいけない。そのた

めには、人々の価値観や経済発展の方向を転換しなければならない。再度、無秩序な生産、

無秩序な消費をしてはいけない。このような観念の転換は、数十年という時間を必要とす

る。 
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 1992 年、ブラジルでの国連環境開発会議に出席後私はさらにそう思った。「持続可能な

発展」だけでは、はるかに物足りない、「環境文明」を加えるべきだと確信した。要する

に西洋文明、工業文明から、未来の環境文明に転換することが、21 世紀にとってもっと

も重要であると。このような観念の下に、政治、憲法、教育などの問題を考えなければい

けない。 
 環境文明を発展させるためには、公衆の力を高めなければならない。公衆の中で少数で

ありながら長期視点を持ち、環境問題を議論する人々が集い、適切なプラットフォームを

作る必要がある。彼らがここで独立かつ自由に地球環境問題を考えることができるように

したい。 
 政府官僚は経済成長を念頭に、思考の自由を制限した。しかし私の思想にはいくつかの

変化が生じ、再び昔の官僚の考えで環境行政を続けることがとても困難となった。だから

政府を離れ、官僚をやめ、独立かつ自由な言行で環境を保護することを決めた。 
 それで、環境省の地球環境部部長職をやめ、環境保護の民間団体である「環境文明 21」
と環境文明研究所の環境保護民間組織を創設した。我々NPO は、政府からの資金提供を

受けない完全な民間の組織で、公衆に斬新なプラットフォームを提供することができた。 
 
記者：「環境文明 21」は、実践活動を進める組織ではなさそうですが、主にどのような仕

事をしていますか？ 
 
加藤先生：我々は社会人の多くを助けて観念を転換することに注目し、数多いシンポジウ

ムを開き、講演をつづけてきた。会報を発行し、専門書も出版し、公衆に宣伝を行ってい

る。 
 当初は日本で NPO が誕生して間もなく、力もあまりなかった。世界の著名な民間組織

に人財、資金も及ばなかった。しかし、我々は組織をずっと堅持し、18 年も続けてきた。 

私は最近、《環境の思想》という本を出した。私の環境文明に対する思想や、我々の 18
年間の活動をまとめたものだ。 
 
記者：シンポジウムや講演には、主にどのような人が参加しますか？ 
 
加藤先生：我々が開くシンポジウムは、何十人かが参加するの一般的だ。サッカーの試合

を見る人より少ない(ここで、加藤先生は苦笑した）。 
 我々は、もっと多くの若い人が参加することを期待する。しかし、受講者の 70％が中

老年者だ。これは日本では一般的だ。中老年者が環境問題にもっと関心を持ち、環境保護

活動に参加しようと考える。若い人は忙しくて、社会にはその他にもっと彼らを引きつけ

る、たとえばサッカー、コンサートなどがある。 
 我々の活動は日本の未来、経済発展とのあり方と環境の状況につながる。若い人はもっ

とそのことに関心を持つべきだ。これは彼らの将来と直結している。残念ながら多くの若

い人は、環境問題にそれほど関心を持っていない。 
 
 記者：日本で環境保護民間組織の最大の課題はなんですか？ 
 
 加藤先生：日本で環境保護民間活動にとって最大の課題は資金問題だ。我々は他の NPO
と同じく、財源は主に下記のルートを通じて確保している。 
 その１、会員の会費。個人会費は、9600 円/年、団体会費は 10 万円/年。毎年、この会
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費がおよそ 1000 万円ある。しかし、日本の物価レベルがとても高いので、この数字は非

常に小ない(日本では、時には 1 食事当たり 3000～4000 円が必要だ。筆者注釈） 
 その 2、補助金。政府ではなく、民間財団からの補助金だ。例えば、日立、三井物産環

境基金会からの補助金だ。我々が企画或いはプロジェクトを提案し、財団が検討、選抜し、

関連資金を提供する。 
 その 3、社会寄付金。人数は少なくないが、金額は多くない。 
 その 4、私の講演料、出版の報酬も一部を組織の支出や活動に使う。 
 その 5、企業のために養成訓練塾を開く。企業職員に対し、日本政府の環境政策や世界

の他の国家の環境行為を紹介し、なぜ環境保護するのか、どうやって環境汚染問題を解決

するのかを講演したり、シンポジウムなどを開いたりする。 
 上記の資金を合わせて年間、大体 5000 万～6000 万円が集まる。数年前はもう少し多

かったが、この数年、日本経済の後退で、資金が少なくなっている。 
 
記者：日本政府は環境保護の民間組織に対し、どのような態度を取りますか？ 
加藤先生：環境保護民間組織に対する政府の態度は二通りに分かれている。政府の行為に

対し、直接的に批判しない組織に対しては友好的だ。こういった環境保護 NPO は、政府

が主催するシンポジウムに招待される。しかし、我々のように政府の一部行為を率直に批

判する環境保護 NPO に対しても、活動そのものに関しては制止しない。 
 日本政府の政策決定には、「審議会制度」があり、一部民間人や NPO 代表を参加させ

る。しかし、この人たちは政府草案や知恵に対し、「微調整する」だけで根本的な問題は

提起しない。たとえば、経済発展と環境保護の関係のような敏感な問題に関しては、異な

る問題を提起しない。 
 我々が独立、自由を追求するのは、ひたすら政府を批判するのが好きだからではない。

政府にも良い政策が少なくない。我々が独立、自由を保持するためには、資金問題を避け

て通れない。 
 私は中国の環境問題を非常に注目している。また、中国の環境保護に参加している民間

人を非常に尊敬している。彼らの民間環境保護活動は、非常に容易ではない。私は 10 数

年間、7,8 回中国に行ったことがある。多くの地方に行って、汚染、砂漠化、気候変動が

人々の影響を与えていることを見てきた。 
 これらの問題は、政府の力だけでは解決できない。公衆の参加がなければいけない。私

は中国の公衆がもっと環境問題に関心を持ち、もっと中国の環境保護民間組織の活動に注

目することを期待する。 
 

2010 年 12 月 10 日 
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環境再生保全機構・地球環境基金の助成を得て、平成 20 年度に地球温暖化を課題に早稲田大学を会場に

開催した「日中環境 NGO・ジャーナリスト交流シンポジウム」に続き、21 年度は生物の多様性をテーマと

し韓国のジャーナリスト、市民の参加を求め「日・中・韓 NGO・ジャーナリスト交流会」を主催した。そ

して最終年度となる 22 年度は「中国の環境政策に学ぶ―個別の技術移転からシステムの輸出へ」と題して

中国最大級の「低炭素パイロット都市」唐山市曹妃甸エコタウンの取材を踏まえて、北京大学の専門家、NGO、

ジャーナリストと北京大学を拠点に討論会を開催した。また、早稲田環境塾との連携で北京の環境 NGO の

フィールドワークに北京市民と友に参加した。そして経済発展の「光」の部分の象徴であるエコタウンのと

は対照的な、北京の「影」の部分を NGO「出稼ぎ農民の友」のインタビューと共にゴミタウンで取材した。 

現在、中国の環境 NGO、ジャーナリストの市民レベルの環境行動はこうした「影」に隠れた人間や環境

問題に取り組んでいる。同時に、政府の政策の行き届かないところで市民が自発的に環境問題を解決しよう

とする行動に「光」を当てている。今回、その象徴として宣化市郊外の「中国版 木を植えた男」、農民・

李栄さん、そして生態農業のモデル農村「留民営」の現在を取材した。日・中の環境 NGO＆ジャーナリス

トの交流を通して取材した記事を第 4 部に収録している。早稲田大学北京事務所、向虎さんはこの 3 年間の

研究の総コーディネーターであり、8 月の唐山取材延期措置の局面でも、私たちの今取材すべき代案をすぐ

に提案・手配してくださった。また同じく陳佳軼さんにはパネリストの招聘や渡航までの手続きを円滑に進

めて頂いた。本年の東京会議に際しては早稲田環境塾の情報発信研究として「Ｗ－ＢＲＩＤＧＥ」からのサ

ポートも頂いた。北京大学、三生環境発展研究院、NGO、ジャーナリストの皆様に感謝を申し上げると同時

に 3 年間のご支援を頂いた地球環境基金のご指導と助成に厚くお礼を申し上げます。 
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